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食べてしあわせ♡当たってうれしい「yellランチクーポン」事業 募集要領 
 

大 分 商 工 会 議 所 
１．事業目的 

大分市内にある飲食店でお得なランチクーポンを発行し、スタンプラリーを行うことで、大分市に足を
運ぶ機会を作り、各地域の賑わい創出と飲食店の周知・売上拡大を図る。 
 

２．名称 
  食べてしあわせ♡当たってうれしい「yellランチクーポン」 
 
３．事業期間 

令和５年８月２１日（月）～令和５年１０月３１日（火） 
 
４．事業内容 

スマホで表示されるクーポン券を使用し、通常のランチメニューまたは特別メニュー（店内飲食・テイ
クアウト）をお得な価格で食事をすることができる。またスタンプラリーに参加すると大分県産品が当
たるキャンペーンに応募ができる。 
 

５．募集店舗数 

  ５０～１００店舗 
 
６．サイトの概要 

参加店の対象メニューや地図、所在地、連絡先、営業時間などの情報を記載したサイトを構築し、店舗
ごとのクーポン画面を表示するほか、次の機能を設定する。 
（１）スタンプラリー機能 

「yellランチクーポン」の３回の利用で、１回の抽選資格を与える。回数は店舗に設置されたＱ
Ｒコードを読み取り、カウントする。期間終了後に抽選で４６名（予定）に景品を贈呈する。 

（２）ランキング機能 
利用者が多い参加店上位３店舗に対して、表彰を行う。 

 
７．参加店の条件等 
  （１）参加資格は、次のいずれかに該当することを条件とする。 

①店内でランチを提供できる大分市内の飲食店 
②テイクアウトメニューを提供できる大分市内の飲食店 
 

（２）参加料 
会員 無料 非会員 5,000円 

 
（３）メニュー等 

①1店舗につき、店内飲食メニュー、テイクアウトメニューどちらも1品のみ登録可能。 
【店内飲食メニュー】 
500円（税込）から2,500円（税込）の間で設定  

【テイクアウトメニュー】 
700円（税込）以内 

②サイトに掲載するため、提供料理写真を撮影し、期限までにメールで送付すること。なお、サ
イトに掲載する写真用の料理は参加店舗負担とする。 

③サイト内に掲載したメニューと同一のものを提供すること。 
④期間中、提供数を集計し、集計表に記入すること。事業終了後、期限内にメールまたはFAXに
て送ること。 

 
（４）その他 

参加店は、止むを得ない事情により期間中に料理を提供できない日があるときは、予めその日（期
間）をサイトに記載しなければならない。 

 
８．クーポン券の利用方法 

料理のオーダーの際にスマホに表示されたクーポン券を提示する。または口頭で「yellランチクーポン
を見た」旨を告知する。 

  
９．ＰＲ方法 

当所ホームページやFacebook、Instagramに掲載するほか、報道機関等を通じてＰＲを行う。 
 
10. 参加方法  

 ６月２８日（火）までに参加申込フォームにて送信、または参加申込書に必要事項を記入し、 
大分商工会議所へメールもしくはFAXにてご提出下さい。 

 

【本件担当】大分商工会議所 事業部 地域振興課（担当:久保田） 
Tel 097‐536‐3321、Fax 097‐534‐9472  

E‐mail : chiiki＠oita‐cci.or.jp  
 


